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「戦争法案」を必ず廃案に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

国会での論戦で、三つの点がはっきりしてきました。　　　　　　　　　　　　　第一は、「戦争法案」は憲法違反。「戦闘地域」での後方支援＝兵站、戦乱が続いている地域での治安活動、米艦防護のための武器使用、そして集団的自衛権―そのどれもが憲法を踏み破る、海外での武力行使そのものです。圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官に続いて、最高裁判所長官を務めた山口繁さんも、憲法違反と断じました。参院特別委員会の参考人質疑で、大森政輔元法制局長官は、「憲法の基本原理からの重大な逸脱」と批判しました。「合憲か、違憲か」の論争には、はっきり決着がついています。安倍政権が国会で多数を持っていたとしても、憲法違反の法案を強行することは許されません。　　　　　　　　　　　　第二は、安倍政権は、国民の理解を得ることができなかった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自民党の高村副総裁は、「戦争法案」を、「国民の理解が得られなくても成立」させると言い放ちました。許し難い究極の居直りの発言です。これは与党の“敗北宣言”ではないでしょうか。３カ月余の衆参の審議で、ついに国民の理解を得ることができなかった。国民の６割以上が「今国会での成立反対」と頑強に反対している法案を強行することは、憲法の平和主義を踏みにじるだけでなく、国民主権の大原則を踏みにじる暴挙であり、断じて許されるものではありません。民主主義を破壊する独裁政治を断固として拒否しましょう。　　　　　　　　　　　第三は、自衛隊の暴走という大問題。自衛隊の河野統幕長が、昨年１２月に訪米し、米軍幹部と会談したと思われる内部文書が明らかになりました。何と昨年１２月の段階で、「戦争法案」は「来年夏までには終了する」と米軍側に約束しています。許し難い「軍の暴走」です。ところが、この内部文書について、防衛省は、「同一文書の存在は確認できなかった」としつつ、「会談の中身は公開できない」と回答しました。あくまでも国民に隠し続けるつもりです。河野統幕長を国会に呼んで、事実と責任の徹底した追及が求められます。　　　　　　　　　　　「憲法破壊」、「民主主義破壊」、「軍の暴走」に道理は一かけらもありません。「戦争法案」を必ず廃案にしましょう。そして、安倍政権を打倒し、立憲主義と民主主義と平和主義を貫く新しい政治を作っていきましょう。
「ルールある経済社会」と「自主・自立の平和外交」
世界の動きがわかる「しんぶん赤旗」をお読みください

日刊紙　月３４９７円　　日曜版　月８２３円
桑名市議団 星野公平のＨＰは　 http://hoshino.jcpweb.net/　　　　　

ご意見をお寄せください　ＦＡＸは２２－３０２８　（星野宅）　　
地方創生の雇用増大は介護保険事業で
本当に暑い夏でした。「安全保障関連法案」は「戦争法案」です。後方支援や集団的自衛権の行使の「違憲性」と自衛隊の暴走の「危険性」が指摘されています。国会での安倍内閣の答弁は誠意が感じられず信じられません。「戦争法案」を廃案にするために多くの市民の皆さんと共に頑張っていく決意です。
市長の今議会冒頭の発言で気になる言葉は、「戦後７０年」、「暮らしたいまち」、「ジュニアサミット」、「公民連携」、「新病院整備」でした。これらについては、後程質問しますが、「暮らしたいまち」とは何でしょうか。桑名市の「地方創生の総合戦略」の中間案は現在、パブコメ中です。「桑名駅周辺整備の促進」「新病院の整備促進」「６次産業化の推進」「観光の産業化の推進」「国際イベントの活用促進」が羅列されていますが、これでこれからの５年間良いのでしょうか。地方自治体を競わせて格差を広げる安倍政権の「地方創生」ではなく、人・資源を生かした「循環型の地域づくり」が求められています。
今議会では、４月からの「多度福祉会館」廃止に続く「福祉施設での入浴有料化」が議案として出されました。委員会でしっかり議論し、福祉の後退を止めさせましょう。市民農園の利用料の値上げについては先の議会でも述べましたが、特に市外の利用者への高額の値上げは問題であり、福祉医療費（特に子どもの医療費）の窓口一時払いを含め、これでは他市町から「暮らしたいまち」として選ばれません。
地方創生の雇用増大は、是非、社会保障、特に介護保険事業で行ってはどうでしょうか。地域介護職員が市民や事業者と対峙することなく、人口ビジョンで課題視されている昼間人口を市民全体で増やしたら如何でしょう。（９月議会の冒頭発言）
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２０１５年９月議会の一般質問と答弁
１、市長の政治姿勢について
（１）「戦後７０年」問題
【質問】侵略戦争、植民地支配をどう考えているのか。
【答弁】（総務部長）武力に頼ることのない平和国家として歩んできた。過去の歴史を風化させることの無いよう努力継承していく。
【再質問】質問は、過去の大戦をどう思っているかです。
【再答弁】（市長）提案説明で述べた通り。（現在、私たちが享受する平和と繁栄は、多くの犠牲の上に成り立っているということを決して忘れず、今後も、さまざまな機会を通じて、平和の尊さ、命の大切さを次の世代に継承してまいりたいと思います。）
（2） 長良川河口堰について
【質問】長良川河口堰は見せ物なのか。（「ジュニアサミット」に関連しての発言の真意は。）長良川の荒廃をどうするのか。
【答弁】①「日本の精神性」「水」「自然の恵み」「匠」をキーワードとする４つのプログラムを提案、長良川河口堰は豊かな自然を一望できるビューポイントとして提案した施設の一つ。②ヨシ原の面積は減少しており、国で再生が行われている。
国は、開門調査は農地の塩害が起こるとして否定している。状況を注視していく。
【再質問】塩害の科学的根拠は。
【再答弁】伺っていない。
（３）「東芝粉飾決算事件」について
【質問】桑名市はどうなのか
【答弁】不祥事再発防止計画では、職場風土の改革を掲げ、職員間のコミュニケーションを活発にし、職場の一体感の醸成と円滑な業務遂行を目指している。監査に関しては、行政の幅広い分野の中で、適格な指摘を頂き、市政のチェック機能として十分な役割を担って頂いている。
【再質問】「職員間のコミュニケーションを活発にし、職場の一体感の醸成と円滑な業務遂行」「市民目線に立って何事も考える」は上手くいっているのか。
【再答弁】市長のランチミーティング、朝礼への参加で対話を心掛けている。
２、市の都市計画について
（１）駅西土地区画整理事業について
【質問】今まで行われてきた「まちづくり」と「整備プログラム」との整合性はどうなっているのか。住民説明会は。
【答弁】平成１４年度に「駅西まちづくりの会」を設立して、アンケート、勉強会等を行い、基本計画、土地利用方針を定め、地区計画案の作成など総額６，４５４万円かけて１０年ほど行ってきた。今回、効率的かつ効果的に進めるためにＵＲ都市機構の支援で「整備プログラム」を作成した。今まで検討が行われてきた「まちづくり」の考えを継承した形で整理。説明会は意向を伺って開催に向けて調整中。
３、福祉施策について
（１）「健康増進施設」について
【質問】応募者がいなければ止めるべきではないか。
【答弁】民間事業者の意向を尊重する。
【再質問】「応募期間を延長して欲しいとの嘆願書」これは２回目なのです。「民間事業者の意向を尊重」と言いますが、庁内の意見、市民の意見は聞いていますか。
【再答弁】検討している企業が、３社から５社になった。
（２）「新病院整備」について
【質問】 ①建設業者の選定、②事業の総額、③返済計画について誠意ある回答を。
【答弁】①指名業者として適当、②整備計画ができた段階で明らかに、③収入は開院後の平成３０年度約１０２億円、医療機能すべて完成する平成３２年度以降は役１１３億円。支出は平成３０年度以降返済金の３.５－６億円を含め１０４－１０７億円と見込んでおり、平成３１年度以降の収支はプラスになる。債務の償還は可能。
【再質問】「指名業者として適当」であるかどうかを聞いているのではありません。マスコミ報道にあった事実（戸田建設のコンプライアンスの低さ）について、桑名市はどう思うのかについてです。
【再答弁】企業の活動だから意見は差し控えさえてもらう。
（３）国民健康保険について（時間が無くなり質問内容を変更）
【質問】広域化に対する国の交付金での１人１万円の国保税の引き下げをお願いし、「データヘルス」について、平成２７－２９年度計画を平成２７年度末に作って平成２７年度計画はどうするのか。
【答弁】評価を行う。
「改悪労働者派遣法」が成立
「生涯ハケン」「正社員ゼロ社会」に道を開く「改悪労働者派遣法」が成立しました。日本共産党が、反対した第一の理由は、１９８５年の労働者派遣法成立以来３０年間、「臨時的・一時的業務に限る」「常用雇用の代替とはしない」とする大原則を投げ捨て、制度的保証だった業務ごとの期間制限をなくし、派遣労働者を切れ目なく受け入れ可能としたことです。反対理由の第二は、派遣労働者の待遇を改善するものでもなければ、正社員との均等待遇を実現するものでもないことです。反対理由の第三は、１０月１日から始まる「みなし雇用制度」を骨抜きにするために、その直前に、なりふり構わず駆け込みで施行させようとしていることです。　
長良川河口堰　　　　　　　　新病院建設予定地　　健康増進施設建設予定地（多度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本共産党桑名市議団　星野公平ニュース
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Ｎｏ．２４２　　　　２０１５年　　９月　１７日


発行　　　　日本共産党桑名市議員団 　☎２４－１３１０


発行場所　桑名市中央町２－３７　桑名市役所議員控室


自宅　　　　桑名市立花町１－１４－７ 　☎２２－２９７５













































































